
はじめよう 「健康経営®」
※「健康経営Ⓡ」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

「健康経営Ⓡ」とは？
　企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できるとの基盤に立って、健康
を経営的視点から考えて戦略的に実践することを意味しています。健康投資を行うことで、従業員の健康増進、組織
の活性化や生産性の向上が期待されます。
　協会けんぽ三重支部では「健康経営Ⓡ」に取り組む企業を「健康事業所宣言」事業所として認定し、応援、サポー
トをしています。
　「健康事業所宣言」の認定を受けるには、自社の健康課題を把握することが必要となります。事業所カルテ※等を活
用し、健康課題の把握から一緒に始めましょう！
※協会けんぽが保有する貴社の健診結果データ等を分析したものが事業所カルテです。被保険者数や当協会が保有する健診結果等データの内容により、
　事業所カルテを提供できない場合は、県内同業種と全国同業種を比較した「健康度カルテ（業態別）」を提供させていただきますので、参考としてください。

事業所カルテ

健康事業所宣言の流れ
健康事業所宣言パンフレット＆事業所カルテセットの入手
裏面の送付依頼書を協会けんぽ三重支部に FAXしてセットを取り寄せましょう。

健康課題の把握
セットが届いたら、事業所カルテ（または健康度カルテ【業態別】）や自社でお持ちの従業員様の

健診結果などを確認し、自社の健康課題を把握しましょう！

エントリーシートの記入
自社の健康課題に対応した項目を中心に取り組む内容を決定。

エントリーシートを FAX
エントリーシートを協会けんぽ三重支部に FAXしてください。

健康宣言書が届いたら、健康づくりをスタート！
健康事業所宣言の認定がされると健康宣言書が届きます。
エントリーシートに記入した取り組みの達成を目指して頑張りましょう！

健康度カルテ【業態別】
被保険者数で提供される
カルテが異なります。

●50名以上→事業所カルテ
●50名未満→健康度カルテ
　　　　　　【業態別】

ここが大切！
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まずは裏面の送付依頼書を FAX



健康事業所宣言パンフレット＆
事業所カルテセット

送付
依頼書

健康事業所宣言パンフレット
（エントリーシート同封）

をセットにしてお届けいたします。

事業所カルテ
※または健康度カルテ【業態別】

太枠内に送付先等をご記入のうえ、この用紙を FAXください。
2週間ほどでセットをお届けいたします。

〒514-1195　津市栄町 4丁目 643番地　津栄町三交ビル
電話：059-225-3317（企画総務グループ）

FAX：059-225-3366
※「健康事業所宣言」普及推進協力事業者 使用欄

三重支部

健康保険の記号
（7桁～8桁）

記号の確認方法
●マイナ保険証
①マイナポータルにログイン
②トップページから「健康保険証」を
選択

③資格情報の「記号」を確認

●従来の健康保険証、資格確認書または
　資格情報のお知らせ
氏名の上部に記載されている「記号」
を確認

事業所所在地

事業所名称

電話番号

担当者名

労働者50人未満の事業場においても、ストレスチェックを実施する
●厚生労働省推奨の職業性ストレス簡易調査票（57項目）を用いて、全従業員を対象にストレス
チェックを実施している

具体的
な取組

取組番号

4

医療機関への受診勧奨や、がん検診等の受診勧奨を行う
●健診の結果、精密検査や治療が必要と判定された従業員への受診勧奨

●がん検診等、任意健診の費用補助
具体的
な取組

取組番号

3

健康課題の把握と対策の検討 取組番号3～4の目標は1つ以上

労働者50人以上の
事業所は必須

労働者50人以上の事業場においては、ストレスチェックを実施する
●「労働安全衛生法」で労働者が50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施義務が定められて
います。（第66条の10）

従業員（被保険者）が健診を100％受診する
●会社の業務命令として日程（業務時間中）を決定し、受診する

●上司と部下が相談の上、各自の日程を決定し、受診する
具体的
な取組

取組番号

１
協会けんぽの特定保健指導を受ける機会を提供し、
実施率を50％以上にする

●特定保健指導を受けるための勤務シフトの時間調整
●特定保健指導を受けるための場所（会議室等）の提供
●健診日の当日に特定保健指導を受けられるよう出勤時間等の配慮

※実施率50％以上の事業所は前年度以上の実施率を目指してください。

具体的
な取組

取組番号

2

重点必須項目（健康づくりの基盤） 必ず取り組みましょう

適切な働き方の実現に向けた取り組みを行う
●定時消灯日・退出日（ノー残業デー等）の設定
●超過勤務時間の削減を管理職の評価項目に設定
●年次有給休暇の目標設定

具体的
な取組

取組番号

6

病気の治療と仕事の両立を支援する取り組みを行う
●傷病をかかえる従業員向けの社内相談窓口の設置
●対象者の支援のために関係者が会議を行い、作業内容等の見直しを実施
●入院治療や通院のために、年次休暇とは別に休暇を取得できる制度を整える

具体的
な取組

取組番号

8

管理職または一般従業員に健康教育の機会を提供する
●従業員向け禁煙セミナー
●外部講師による食生活改善講座
●回覧による健康課題の周知（感染症予防等）

具体的
な取組

取組番号

5

健康経営実践の土台づくり 取組番号5～8の目標は1つ以上

健康宣言チェックシート
現在実施している取組、これから実施する取組をチェックしましょう

チェックし
て

職場・従業員間のコミュニケーション促進に向けた取り組みを行う
●上司と部下が気軽に話し合える定期面談やミーティングの実施
●お互いにありがとうを伝える「サンクスカード」の実施
●社内イベントとして地域清掃やボランティア、地域祭りへの参加

具体的
な取組

取組番号

7

4

働き方
改革
働き方
改革健康

経営
健康
経営
会社が変

わる
経営戦略会社が変
わる
経営戦略
×

三重支部

●三重県
●三重県商

工会議所連
合会　　●

三重県商工
会連合会

●三重県中
小企業団体

中央会　●
健康保険組

合連合会三
重連合会

私たちも
応援してい

ます ※健康経営
®は特定非

営利活動法
人健康経営

研究会の登
録商標です

。

健康事業所
宣言2025

あて先 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部

FAX：059-225-3366

ご
担
当
者

健 康 保 険 の

ご 担 当 者 名

所 属 ・ 部 署

電　話　番　号

メールアドレス

記　号

番　号
（フリガナ）

※ご記入いただきました個人情報は厳重に保管し、健康事業所宣言の活動に関すること及び三重とこわか健康経営カンパニー（ホワイトみえ）の認定
に関することのみに使用します。※メールアドレスあてに三重支部からメルマガをお送りします。裏面のメルマガ利用規約をご確認ください。

当社は、従業員一人ひとりが、心身ともに元気で働ける会社を目指し、
下記の項目について積極的に取り組むことを宣言します。

協会けんぽ三重支部との窓口になっていただけるご担当者（事業主、労務管理ご担当者）をご記入ください。
なお、ご担当者が健康保険委員でなかった場合には健康保険委員に登録します。
また、本エントリーにより、三重県が取り組む三重とこわか健康経営カンパニー（ホワイトみえ）認定制度に申し込むことに同意した
ものとみなし、協会けんぽ三重支部を通じて本エントリーシートを三重県へ提供します。

●マイナ保険証
①マイナポータルにログイン　
②トップページから「健康保険証」を選択　　
③資格情報の「記号」「番号」を確認
●従来の健康保険証、資格確認書または　　
資格情報のお知らせ
氏名の上部に記載されている「記号」
「番号」を確認

※エントリー時点において既に取り組んでいる項目にもチェック□してください。✓
年　　月　　日 事業所所在地　〒

事業所名称

事業主氏名

重　　点
必須項目

□ 1 従業員（被保険者）が健診を100％受診する
□ 2 協会けんぽの特定保健指導を受ける機会を提供し、実施率を50％以上にする
✓
✓

□ 3　　  □ 4健康課題の把握と対策の検討
（1つ以上チェック）

健康経営実践の土台づくり
（1つ以上チェック）

健康づくりに関する具体的対策
（4つ以上チェック）

経営理念・組織体制等の必須項目
（全部チェック）

【記号、番号の確認方法】

継続して実践します
（1つ以上チェック）

□ 5　　  □ 6　　  □ 7　　  □ 8

□ 9　　  □10　    □11　    □12　    □13
□14　　 □15　    □16
□17　    □18　    □19　    □20　    □21
□22　　 □23
✓ ✓

✓
✓ ✓ ✓

✓
□運動習慣　　　□食生活の改善　　　□禁煙
□心の健康づくり　　　□飲酒量の改善

健康事業所宣言　エントリーシート

健康事業所宣言取り組み項目

＠

　ー　　　　　　 ー 協会けんぽ三重支部のホームページ
等で事業所名を紹介することを希望
しない場合はチェックしてください。

※保険者名称が  全国健康保険協会三重支部  の事業所様が対象です。

健康事業所宣言
するなら

まずはこのセットを
取り寄せてください。


